
                    浜田市 

ファミリー・サポート・センターとは 
 

「子育てをちょっとだけ助けてほしい」「子育ての手助けをしたい」という 

人たちが会員となり、一時的な子どものお世話を有料で行うシステムです。 

   センターは、会員同士の仲介をします。 

     
★援助はあくまでも子どもへの急な対応を補うための援助ですから、 簡単でかつ短期間、 

      補助的なものに限ります。 

  

    

   

 

 

①  援助活動の依頼              ②援助の申込み 

  

①     ③事前打ち合わせ 

                  活動開始 

②          ④活動終了 

③          報酬の授受 

  
  

 

はまだファミリー・サポート・センター 

〒６９７－００１6 浜田市野原町 859－１ 

(浜田市子育て世代包括支援センター内) 
TEL：（0855）22-8912 

FAX：（0855)22-9810 
受付時間 AM8：30～PM4:30(土・日・祝日を除く) 

E-mａｉｌ：ｈａmａｆａmｉ＠ｃｉｔｙ．ｈａmａｄａ．ｌｇ．ｊｐ 

 

妊婦さんも事前登録ができます 

 

はまだ 

ファミリー・サポート・センター 

おねがい会員 まかせて会員 

 

お問い合わせは 

詳しい内容

はこちらを     

ご覧くださ

い 

tel:（0855


   

 

おねがい会員          どっちも会員           まかせて会員  
乳幼児及び児童を          預かったり、預けたり           自宅で子どもを 

   預けたい方               両方の方                預かれる方 

 

会員登録について 

◎浜田市内に在住、勤務の方ならどなたでも会員になれます。 

◎援助の対象となるのは、0才～小学校６年生の子どもさんです。 

◎センターが補償保険に加入しています。 

◎利用いただくには事前に入会し、会員登録が必要です。登録は無料です。 

※印鑑をご持参ください。 

こんなサポートが行われています 

     ◎出産後の援助(お風呂や育児の手伝いなど) 

     ◎学校の放課後や放課後児童クラブ後の迎えや預かり      

     ◎保育所・学校などが休みの時の預かり                          

     ◎保育所・幼稚園の送り迎え  

     ◎兄弟の通院、健診、または参観日の時の預かり               

◎子どもの習い事の送り迎え                        

◎リフレッシュしたい時                           

           その他ご相談ください。               子ども１人につき３０分当たりの基準額 

援助活動報酬額                              

      ◎金銭の授受に関するトラブル防止のため、 

センターが基準を設けています。           

  ◎複数の子どもを預ける場合は、2人目から     

     半額とします。         

◎昼間とは７：００～１９：００の時間とします。 

◎ひとり親家庭等は利用料の半額を助成します。 (別途登録申請が必要です。) 

     

  

              

 

             

 

おねがい会員からセンターへ援助依頼      センターからまかせて会員に援助の依頼 

 

→                → 

             

 

 平 日 昼 間 ３００円 

 早 朝 ・ 夜 間 ４００円 

土 ・ 日 ・ 祝 日 ４００円 

病児・病後児の預かり ４００円 

◎新規登録された生後 3 か月～小学 6 年生の児童の預かりの援助については、1 時間（600 円）のお試し無

料券が利用できます。 

◎公立幼稚園等に通っている児童については、「保育の必要性の認定」を受けると利用料が無料となる場合が

あります。詳しくは、浜田市子ども・子育て支援課（TEL25-9331）までお問い合わせください。 

まかせて・どっちも会員 

     募集中！！ 

空いてる時間に 

できる範囲で 

子育てのお手伝いを 

お願いします。 

 


